
 

～小規模な一般飲食店事業者向け手引書が改訂されました～ 
令和６年（2024年）２月２日 

長野県健康福祉部食品・生活衛生課 
 
 令和３年６月１日に HACCP に沿った衛生管理が完全施行され、「HACCP に基づ
く衛生管理」をそのまま実施することが困難である小規模事業者等については、業界
団体が作成し、厚生労働省がその内容を確認した「手引書」を用いて、取り扱う食品
の特性に応じた衛生管理である「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」を実施す
ることとなっています。 
 今般、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（小規模な一般飲
食店事業者向け）」が改訂されましたので、お知らせします。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人日本食品衛生協会 HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（小規模な一般飲食店事業者向け） より 

 
他にも、初版から改訂されている手引書がありますので、手引書を用いて 

衛生管理を実施している事業所の方は、ご確認をお願いします。 
 
【厚生労働省ホームページ】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00005.html 

 

 

お問い合わせ先 

 長野県健康福祉部食品・生活衛生課   

 電話：（０２６）２３５－７１５５（直通）、（０２６）２３２－０１１１（内線 2657、2658） 

 FAX：（０２６）２３２－７２８８  E-mail： shokusei@pref.nagano.lg.jp 

【主な改訂内容】 
◎「振り返りの実施」の記入例の追加。 
◎衛生管理計画の⑤重要管理のポイントに「問題があったとき」の記入欄を追加。 
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